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１．はじめに 

○ 日本銀行が「外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という)」に基づく事務委任を受け取扱っている報告手続きについては、   

２００５年 1月より｢日本銀行外為法手続きオンラインシステム（以下、「本システム」という)」を利用することでインターネット

経由でのオンライン報告が可能となっています。 

報告者の皆様におかれては、本システムの積極的なご利用をよろしくお願い致します。 

 

○ 本システムの利用可能時間は、原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日および年末年始（１２月３１日～１月３日）を除いた平日の「６：００～２２：００」となっています。 

なお、本システムの利用にあたっては、インターネットに接続可能なパソコン（※）が必要です。 

※ パソコンの動作環境については、日本銀行ホームページに掲載している「日本銀行外為法手続きオンラインシステムの動作環境につい

て」をご参照ください。 
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２．本システムの利用申込みから電子報告書の作成・送信までの主な流れ 

○  本システムを利用するにあたっての利用申込みから電子報告書の作成・送信までの主な流れは、以下のとおりです。 

―― 詳細については、日本銀行ホームページに掲載の「日本銀行外為法手続きオンラインシステム利用申込方法等」をご参照ください。 

①「日本銀行外為法手続きオンラインシステム利用申込書」の提出 

―― 本システムの利用を希望される場合には、「日本銀行外為法手続きオンラインシステム利用規約」および「日本銀行外為法手続きオ

ンラインシステム利用申込書」を入手し（日本銀行ホームページよりダウンロードしてください）、同「利用規約」に同意したうえで、

書面により日本銀行国際局国際収支課国際収支統計システムグループあてに郵送、または窓口へ提出してください。 

②本システムの利用に必要なユーザＩＤ等の受領 

―― ユーザＩＤのほかログイン用初期パスワード、クライアント証明書取得用パスコードおよび「日本銀行外為法手続きオンラインシス

テム利用マニュアル」（以下、「利用マニュアル」という）を日本銀行より責任者あてに郵送します。 

③インターネットに接続可能なパソコンでのクライアント証明書の取得 

―― 事前に準備したパソコンにて、日本銀行外為法手続きオンラインシステム用認証局より「クライアント証明書」を取得してください。 

④システム利用に必要な各種作業の実施 

・「情報提供」でのログイン用初期パスワードの変更 

・送信用プログラムのダウンロード、インストール 

・送信用プログラムの通信設定（必要な場合のみ） 

・クライアント証明書の送信用プログラムへの設定 

・電子様式のダウンロード、セットアップ 

⑤様式ごとの入力方式に応じた電子報告書の作成・送信 

―― 電子報告書を送信すると、「到達確認」画面が表示されます。 

 

 

 

 

日本銀行外為法手続き

オンラインシステム 

利 用 者 

�o�b パソコン 

日 本 銀 行 

①（郵送又は窓口提出） 

②（郵送） 

③（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経由） 

④（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経由） 

⑤（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経由） 

本システム用 

認証局 
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３．本システムの機能 

 ○ 本システムは、「情報提供」機能と「送信・Ｄ／Ｌ」機能の２つの機能で構成されています。これら２つは、それぞれ別々にログ

インすることができ、２つを同時に立ち上げて使用することができます。 

── 「情報提供」はブラウザを用いて、「送信・Ｄ／Ｌ」は Java アプリケーションを用いて、それぞれ実現しています。 

（１）情報提供 

本システムを利用するにあたって必要な各種情報を掲載しているほか、電子報告の送信に必要な「送信用プログラム（利用開始

時やアップグレードされたバージョンはここから取得します）」や「電子様式」等のダウンロード、ログイン用パスワードおよび利

用申込み内容の変更作業を行うことができます。 

 

▽「情報提供」へのログイン 
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（２）送信・Ｄ／Ｌ 

本システムを利用して電子報告書の入力・送信を行うことができます。 

▽「送信・Ｄ／Ｌ」へのログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ログイン」を選択。 

「報告書入力・送信」を選択。 

本「入力選択」画面にて電子報告を行

う報告書を選択（後続の操作について

は「4.電子報告書の入力・送信方式」

参照）。 
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４．電子報告書の入力・送信方式 

（１）入力・送信方式の種類 

○ 報告書様式の特性等に応じて以下の３通りの入力・送信方式を用意しています。 

―― 報告書様式ごとの入力・送信方式については、日本銀行ホームページに掲載している「報告書様式別入力・送信方式および入

力内容一覧」をご参照ください。 

入力・送信方式 概 要 等 

（Ａ）専用画面入力方式 
○ 本システムの「専用画面」を使用して入力・送信する方式です。 

○ 本方式は、報告項目が比較的少なく、報告計数欄が固定されている報告書様式

を対象としています。 

 

（Ｂ）Excel テンプレート入力方式 ○ 日本銀行が作成した電子様式（Excel テンプレート）に報告計数を入力し、電

子報告書を作成したうえで、本システムの「送信設定」画面を用いて送信する方

式です。 

○  上記のほか、日本銀行が公表した「ＸＭＬ構造設計書」をもとに、社内シス

テム等から直接ＸＭＬ形式の電子報告書を作成したうえで、本システムの「送

信設定」画面を用いて送信することもできます。 

○ 本方式は、報告項目が比較的多く、報告計数欄が可変的である報告書様式を主

に対象としています。 

 

（Ｃ）フリーフォーマット入力方式 ○ 利用者自らが本システムで使用可能なソフトウェア（Excel、Word、Acrobat 等）

を用いて外為法に定められた様式どおりの電子報告書（※）を作成したうえで、

本システムの「送信設定」画面を用いて送信する方式です。 
  ※ 報告事項の漏れを防止する観点から、日本銀行ホームページに掲載している様式

（書面による報告と同一のもの）をダウンロードし電子報告書として使用される

ことをお勧めします。 

○ 本方式は、文字による報告項目が多い報告書様式を主に対象としています。 
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（２）各入力・送信方式の詳細 

（Ａ）専用画面入力方式による入力・送信 

＜例：報告省令 別紙様式 3＞ 

○ 本システムの「送信・Ｄ/Ｌ」にログインし、「入力選択」画面で「報告省令 3  支払又は支払の受領に関する報告書（銀行

等又は資金移動業者を経由する支払又は支払の受領）」を選択すると、以下の画面が表示されます。画面上の各欄に必要事項

を選択または入力したうえで、「送信」ボタンを押下します。 
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（Ｂ）Excel テンプレート入力方式による入力・送信 

① 以下のいずれかにより電子報告書を作成します。 

①-1 日本銀行が提供する電子様式（Excel テンプレート）に報告計数を入力し、電子報告書（送信ファイル）を作成します。 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜例：「報告省令 別紙様式 14」の Excel テンプレートの送信ファイル＞ 
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①-2 社内システム等からＸＭＬ形式の電子報告書（ＸＭＬ送信ファイル）を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE 報告省令別紙様式第十四 SYSTEM “H1400100.dtd”> 
<報告省令別紙様式第十四>

<様式番号>別紙様式第十四</様式番号>
<様式名>証券売買契約状況報告書</様式名>
<根拠法規>外国為替の取引等の報告に関する省令</根拠法規>

･･･
･･･

<外貨証券非居住者発行>
<単位>千米ドル</単位>
<外貨非居住者-明細>

<取引種類>20</取引種類>
<証券発行体の国籍>304</証券発行体の国籍>
<証券種類外貨証券>国債</証券種類外貨証券>
<証券種類外貨証券-証券種類コード>210</証券種類外貨証券-証券種類コード>
<証券種類外貨証券-長短区分>00</証券種類外貨証券-長短区分>
･･･
･･･  

＜例：「報告省令 別紙様式 14」の XML 形式の送信ファイル＞ 
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② 本システムの「送信・Ｄ/Ｌ」にログインし、「入力選択」画面で「上記以外の報告書等」を選択すると、以下の「送信設定」

画面が表示されます。画面上の各欄に必要事項を選択または入力し、上記①-1 または①-2 で作成した電子報告書を取込んだう

えで、「送信」ボタンを押下します。 
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（Ｃ）フリーフォーマット入力方式による入力・送信 

① 本システムで使用可能なソフトウェア（Excel、Word、Acrobat 等）で、電子報告書を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 本システムの「送信・Ｄ/Ｌ」にログインし、「入力選択」画面で「上記以外の報告書等」を選択すると「送信設定」画面（Ｐ

９参照）が表示されます。画面上の各欄に必要事項を選択または入力し、上記①で作成した電子報告書を取込んだうえで「送

信」ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

＜例：直投命令 別紙様式 18＞ 
別 紙 様 式 第 十 八  根 拠 法 規 :対 内 直 接 投 資 等  
 に 関 す る 命 令  
 
 
 締  結  

技 術 導 入 契 約 の    に 関 す る 報 告 書  
                 変  更         

２ ０ ０ ５ 年 １ 月 ４ 日  
 
 
 

財 務 大 臣 殿  
経 済 産 業 大 臣 殿  
（ 日 本 銀 行 経 由 ）  

氏 名 又 は 名 称 及 び 代 表
者 の 氏 名  

日 本 ○ ○ 工 業 株 式 会 社  責 任 者 記 名 押 印 又 は 署 名  

 代 表 取 締 役 社 長  丙 野 三 郎   総 合 企 画 部 長  乙 野 二 郎  

住 所 又 は 主 た る 事 務 所
の 所 在 地  

東京都○ ○ 区○ ○ 町○ 丁目○ 番号  
担 当 者  
電  話  

山 田 一 郎  
0 3 - 3 2 7 9 - 2 2 2 2  

職 業 又 は 営 ん で い る 事
業 の 内 容  

運 搬 機 械 製 造 業  資 本 金  
5 0 億 3 千 万 円  

報 
 

告 
 

者 契約の相 手方との 資本関係  
（ 該 当 分 に ○ ）  

イ 報告者は契約の相手方が直接に議決権の 50％以上を保有している会社  
ロ 報告者は上記イに該当しない  

下 記 の と お り 報 告 し ま す 。  

氏 名 又 は 名 称  エ ー ・ ビ ー ・ シ ー ・ コ ー ポ レ イ シ ョ ン （ A B C  C o r p ）  

住 所 又 は 主 た る 事 務 所
の 所 在 地  

ア メ リ カ 合 衆 国 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 ニ ュ ー ヨ ー ク  
○ ○ ○ ○ ○ ○  

国  籍  
ア メ リ カ  
合 衆 国  

１

契

約

の

相

手

方

 

職 業 又 は 営 ん で い る 事
業 の 内 容  運 搬 機 械 製 造 業  資 本 金  １ 億 米 ド ル  

２  契 約 締 結 年 月 日 又 は  

  変 更 契 約 締 結 年 月 日  

２００５年１月４日  

３  技  術  の  種  類  
航空機の速度計の製造技術  

４  契  約  期  間  
（ 始 期 及 び 終 期 ）  

契約締結日より○ 年 間  
但 し 、契 約 期 間 満 了 の ９ ０ 日 前 ま で に 当 事 者 の 一 方 が 解 約 通 知 を し な

い 限 り 、 ○ 年 ず つ （ 又 は ○ 年 間 ） 自 動 延 長  
 

５  技 術 導 入 の 対 価   
100 ,000 米ドル  
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（３）電子報告書の到達確認 

○ 日本銀行への送信が終了すると、「到達確認」画面が表示されますので、「到達状況一覧」の「送信結果」欄が正常であることを

確認のうえ、「返却情報」に表示された「到達確認シート」において送信内容を確認してください。 

なお、上記到達確認シート（利用者のパソコン内に自動的に保存されます）には、到達番号、到達日時、報告者名、様式名、送

信ファイル名等送信した電子報告書が特定できる情報が記載されています。 
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５．本システムにおけるセキュリティ対策 

○ 本システムでは、通信回線としてインターネットを利用しますが、以下のような対策を講じることにより報告者から送信される電

子報告書等に対するセキュリティを確保します。 

（１）日本銀行サーバの認証 

     報告者のパソコンから本システム(日本銀行サーバ)に接続する際には、同サーバの正当性を確認するためサーバ認証を行い

ます。 

（２）暗号化 

     報告者が送信する電子報告書については、通信経路上での暗号化（SSL＜Secure Sockets Layer＞）を含むデータの暗号化を

施すことにより、第三者による盗聴および改竄を防止します。 

（３）報告者の認証 

     報告者が本システムを利用する際には、正当な利用者であることを確認するため、日本銀行から本システムを利用する報告

者に対して予め配付した「ユーザＩＤ・ログイン用パスワード」および「クライアント証明書」を用いて各々の報告者の認証

を行います。 

（４）本システム（日本銀行サーバ）への不正アクセス防止 

     本システム（日本銀行サーバ）は、ファイアウォール等を設置することにより、外部からの不正アクセスを防止します。 

（５）ウィルスチェック 

    報告者が電子報告書を送信する際には、報告者側において事前に電子報告書のウィルスチェックを実施して頂くことを原則

としますが、本システム（日本銀行サーバ）においてもウィルスチェックを行い、他の報告者へのウィルス感染等を未然に防ぎ

ます。 

（６）日本銀行における電子報告書へのアクセス制御 

     日本銀行内では、業務上必要な部署のみが本システム（日本銀行サーバ）内の電子報告書に対してアクセス可能としています。 
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（７）アクセスログの取得 

    本システムの利用証跡を解析するために必要なアクセスログを取得します。 

（８）バックアップ取得 

   本システム（日本銀行サーバ）では、格納データについて定期的なバックアップを取得します。 

 

６．本システムに係るその他特記事項 

（１）電子報告におけるユーザＩＤ・ログイン用パスワードの意味合い 

 本システムでは、「ユーザＩＤ・ログイン用パスワード」を「書面（紙）での報告における責任者記名押印又は署名」に代わるも

のとします。従って、「ユーザＩＤ・ログイン用パスワード」は、当該電子報告の提出を授権された者（責任者）に対して配付して

います。また、報告者の利便性を考慮し、業務上必要な場合には、同一責任者に対して複数のユーザＩＤ・ログイン用パスワード

を配付しています。なお、報告者が法人・団体である場合には、当該法人・団体はユーザＩＤ・ログイン用パスワードを管理する

責任者を監督して頂くことになります。 

（２）代理人による電子報告 

 電子報告書についても、書面（紙）報告同様、報告者と代理人との私的な契約関係のもとで当該代理人が報告者に代わり報告書

を作成・提出することができます。 

このため、代理人が電子報告書の提出を行う場合には、事前に代理人となりうる方が「日本銀行外為法手続きオンラインシステ

ム利用規約」に同意したうえで、代理人用のシステム利用申込書を日本銀行へ提出してください。 

（３）電子報告の訂正・取消 

 一度送信した電子報告書を訂正（または取消）する場合には、「報告区分」欄で「訂正」（または「取消」）を選択し、「到達番号」

欄に「到達確認シート」（Ｐ１１参照）に表示されている「到達番号」を入力したうえ、再度、電子報告を行ってください（なお、

取消の場合には、電子報告書の取込みは不要です）。 

 

以 上 


